
















 

 

 

 

 

【社員共育委員会】 
「労働環境改善と雇用」について 

 

社員共育委員会は毎月第 3 水曜日に委員会を事務局にて開催しています。 

その中で「学習会」という時間をとり、決められた報告者が問題提起をし、討論していま

す。 

先月はＹ社長より「労働環境改善と雇用」について問題提起があり討論しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

【労働環境改善】 

これまでの社内規定では、仕事先（現場）への移動時間の賃金について、出張手当として

エリアにより 0～3000 円/日を支給し、移動のための時間外手当とは原則重複しない仕組

みとしていたが社員から不満の声があった。 

この度、介護業界の例を基に改善を実施しました。 

google map にて移動時間を計算し、時間外労働となる移動時間を事前に残業申請しても

らう方式に変更しました。 

申請は 30 分単位とし、当日生じたズレ(渋滞、帰社後の事務作業)については社長判断や

稟議で検討する事として公正性の高い制度になった。 

課題としては申請が 30 分単位であることや残業削減が以前より増えより大きなリスクと

なったこと。 

 

討論では「大きな改革の重要な一歩目」「移動時間を踏まえた見積もりが可能となり利益確

保につながるのでは」「営業エリア再考の機会」「残業削減を進めるならば、残業のカウン

トは 1 分単位を目指していく方がよい」などの意見がありました。 

 

 

【雇用について】 

9 月に取引先の自社担当の営業社員(59 歳女性)を中途採用し、唯一の営業社員として勤務 

してもらっている。 

土日祝休み、曜日によっては 15 時退社の短時間正社員として契約しているが、怪我で 1

ヶ月以上、体調不良で一週間ほど休んだこともある。 

体調不良の理由も詳しくは教えてくれない状況。             
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第 4 回社員共育委員会で彼女の成果が上がらないことを報告した際にアドバイスいただい

た情報管理型の日報に切り替えたが、それも書き方がうまくわからないようで内容がちぐ

はぐ。 

毎朝のミーティングもうまくいかない状況が続いている。 

今後彼女をどうしていけば良いのか迷っている。 

 

委員からは、「日報は確かにちぐはぐだが一生懸命なのが伝わってくる。モチベーションの

問題ではなさそうなので営業で成果が出なかったら配置転換しかないのではないか」 

「営業ではなく庶務のような、社内での困りごとを任せる部署を任せてはどうか」 

「配置転換するにしても『今後も成績不良の場合は…』『体調がすぐれないようなので…』

としっかり期間をおいた前置きが必要」 

「営業スキルで会社に貢献できるから、というより営業しかやったことがないから、とい

う『自分の食い扶持さえ何とかなれば』な理由での営業志望だったのではないか。そうな

るとモチベーション管理がとても難しい」 

「配置転換、退職勧告、定年の 60 歳まで我慢、の選択肢しかないのではないか」 

「Ｙ社長の『雇用した責任』への真剣さゆえの悩みと感じる」 

「無期雇用とのことだが、有期雇用の場合ならば契約更新の際の条件変更で依願退職へも

持ち込めた」 

等の意見がありました。問題提起者からは「社員とのあつれきもあり、定年までこのまま

我慢というのは難しい。同友会でも最近重要視されている『働く人に合わせた働き方』に

流されすぎたのかもしれない」との所感があり、委員長からは「ぜひ半年後にまた報告を

いただきたい」とのまとめがありました。 

 

経営者には社員の雇用を守ると言う責任があります。 

労使見解でいう経営者の責任は「人のせいにせずに全責任を持つ」という事でしょう。 

半年後のご報告が楽しみです。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

こんな学習会をしています。 

自社の経営課題をお持ちになってゲスト参加してみませんか？ 


